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2019/3/28 全学部 全学科

第1章>
試験について>
10 不正受験行
為者処分規定

以下の通り、変更となります。この変更に伴い、不正受験行為者は当該科目のみならず、当該期の全履修登録科目が無効となります。

不正受験行為者処分規程
（昭和59年7月13日制定）
（目的）
第1条　この規程は、試験実施規程第12条及び第13条並びに法科大学院試験実施規程第12条及び第13条に基づき、定期試験及び追加試験における不正受験行為者の
処分に関する必要事項について定めるものとする。
（決定及び通達）
第2条　不正受験行為者の処分決定は、学部教授会又は法科大学院研究科教授会の議を経て学長が行い、本人への通達は、学部長又は研究科長が行う。
（不正受験行為の内容）
第3条　不正受験行為の内容は、次のとおりとする。
(1)　代人受験
(2)　答案の交換
(3)　カンニングペーパー等の使用
(4)　机、辞書、身体等への書込み
(5)　他人の答案又はレポートを転写する、又は転写させる行為
(6)　言動又は携帯電話等の電子機器類を利用しての連絡
(7)　許可のない教科書、ノート、参考書、画像データ等の参照
(8)　参照が許可された教科書、ノート、参考書等の貸し借り
(9)　答案の持ち出し
(10) 電子機器類の身体への装着、机上または机中の配置(電源が入っていないものを含む)。
(11)　その他、上記各号に準ずる行為
（処分の種類）
第4条　不正受験行為者の処分は、次のとおりとする。
(1)　前条第２号から第11号の不正受験行為を行った者は、譴責処分とし、当該期の全履修登録科目を無効とする。
(2)　前条第１号の不正受験行為を行った者及び前条第２号から第11号の不正受験行為を再度行った者は、停学処分とし、当該期の全履修登録科目を無効とする。
(3)　 前条第１号を含む不正受験行為を再度行った者及び前条第２号から第11号の不正受験行為を三度行った者は、退学処分とする。
（不正受験行為を助けた者の処分）
第5条　第3条に定める不正受験行為を助ける行為を行った者は、前条の各号に準じて処分する。
(事後発覚者の処置)
第6条　試験終了後に不正受験行為が発覚したときは、第4条により処分する。
(処分の起算日)
第7条　処分の起算日は、学長の決裁日とする。
(通知及び原簿記載)
第8条　処分の内容については、本人及び保証人に通知するとともに、学籍原簿に記載するものとする。
(公示)
第9条　処分の内容は、掲示により公表するものとする。
（停学者の指導）
第10条　停学処分中の者は、当該学部長又は研究科長の指導に従わなければならない。
（事務所管）
第11条　本規程の事務所管は次の通りとする。
(1)　不正受験行為の事実確認に関しては、教務部が行う。
(2)　不正受験行為に対する処分手続きに関しては、駒澤大学学生懲戒処分規程に準じ、学生部が行う。
附　則
この規程は、平成31年４月１日から施行する。
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2019/3/28 仏教学部
禅学科、
仏教学科

67
69
71
73
75
77

【訂正箇所】
開設科目一覧の表中「漢文講読Ⅱ」の本年度休講欄

【誤】
「漢文講読Ⅱ」の本年度休講欄が空欄

【正】
「漢文講読Ⅱ」の本年度休講欄に「休」を追加
⇒「漢文講読Ⅱ」は、2019年度休講です。

2019/3/28 文学部 社会学科
社会福祉学専攻

160
162

【訂正箇所】
開設科目一覧の表中「青年心理学」の本年度休講欄
162ページのみ開設科目一覧の表中「児童心理学」の本年度休講欄

【誤】
「青年心理学」の本年度休講欄が空欄
162ページのみ「児童心理学」の本年度休講欄に「休」表記

【正】
「青年心理学」の本年度休講欄に「休」を追加
162ページのみ「児童心理学」の本年度休講欄の「休」表記を削除
⇒「青年心理学」は、2019年度休講です。「児童心理学」は2019年度開講です。

2019/3/28 経済学部 全学科 153

【訂正箇所】
１ 履修上の注意>（1）単位互換科目とは の文中

【誤】
東京都市大学知識工学部経営システム工学科の～

【正】
東京都市大学知識工学部経営システム工学科知能情報工学科の～
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2019/3/28 法学部 政治学科

125
129
132
135
138

【訂正箇所】
開設科目一覧の表中「実務者講座」の本年度休講欄

【誤】
本年度休講欄が空欄

【正】
本年度休講欄に「休」を追加
⇒「実務者講座」は2019年度休講です。

2019/3/28 経営学部 市場戦略学科 67

【訂正箇所】
開設科目一覧の表中「会計学A」「会計学B」の注意事項欄

【誤】
《再クラス抽》表記

【正】
《再クラス抽》表記を削除
⇒市場戦略学科の「会計学A」「会計学B」は、抽選科目ではありません。

2019/4/3 GMS学部 GM学科 87

【追加箇所】
「1 専任教員連絡先」の梅田道生先生、張騰飛先生の「研究室」「メールアドレス」欄

【追加事項】
梅田道生先生→研究室：1研1332、メールアドレス：umedam
張騰飛先生→研究室：1研1211、メールアドレス：tengfei
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2019/4/12 法学部 法律学科フレックスA 72

【追加箇所】
開設科目一覧の表中「入門・法と社会」の昼夜制限欄

【誤】
「入門・法と社会」の昼夜制限欄が空欄

【正】
「入門・法と社会」の昼夜制限欄に「B」を追加
⇒「入門・法と社会」は、フレックスＢ時間帯（月～金6・7時限、
土曜3～7時限）でも履修可能（卒業までの履修制限単位数は教養教育科目12単位、専門教育科目は40単
位）な科目です。

2019/4/19 経済学部 経済学科、商学科、
現代応用経済学科 165

【訂正箇所】
経済学部　学部長・学科主任・事務室

【誤】
経済学部長・学科主任の氏名・研究室・電話番号

【正】
経済学部長　岩波　文孝　研究室：第２研究館－2536　03-3418-9628
経済学科主任　矢野　浩一　研究室：第２研究館－2527　03-3418-9368
商学科主任　小西　宏美　研究室：第２研究館－2712　03-3418-9675
現代応用経済学科主任　松田　健　研究室：第２研究館－2519　03-3418-9365
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2019/7/11 全学部 全学科
第1章>

試験について>
8 受験心得

「不正受験行為者処分規程」の変更に伴い、以下の赤字部分について変更となります。

1 当該科目を履修登録していなければなりません。
2 指定された日時・試験場で受験しなければなりません。
3 試験中、学生証を机上に提示しなければなりません。ただし、仮受験票を以って学生証に代えることができ
ます。
4 試験開始後30分以内に当該試験場に入室しなかった者は、受験できません。
5 試験終了までは試験場を退場できません。
6 学部・学科・年次・学生番号・氏名の記入はペンまたはボールペン書きとします。
7 答案または受験者名簿に記名の無い者の受験は無効と扱われます。
8 試験場において、受験者は試験監督員の指示に従わなければなりません。指示に従わない場合は、「試験実
施規程」に基づき当該科目の受験資格を失い、試験の受験自体が無効となります。
9 試験において不正受験行為が行われた場合は、「不正受験行為者処分規程」により処分されます。
10 追試験受験者は、受験許可証を持参しなければなりません。

2019/9/17 経済学部 全学科

第2章>
外国語科目>
5　教養特別履
修該当科目一

覧

【訂正箇所】
5　教養特別履修該当科目一覧の表中

【誤】
「教養特別履修（ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語・ロシア語）」の科目一覧の「外国文化a」・「外国文化ｂ」

【正】
「教養特別履修（ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語・ロシア語）」の「外国文化a」・「外国文化ｂ」を削除
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